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平成 26 年 2 月 14 日 
羽曳が丘地区の皆さま 
お手元に届けますのでご覧ください。 

羽曳が丘町会連合会 

連 合 会 報 告 
（平成 26 年 2 月度理事会＝2 月 8 日・於：第一集会所） 

お一人暮らし高齢者の「ふれあい食事交流会」のご案内 

 羽曳が丘校区福祉委員会では、お一人暮し高齢者対象の「ふれあい食事会」

を次の通り開催します。参加ご希望の方は各町会長（自治会長）へお申し込

み下さい。 

 開催日時：平成２６年３月１９日（水）１２時～１４時 

 開催場所：ＭＯＭＯプラザ ２階会議室 

 日 程： 受付開始 １１時３０分より 

    食事交流会 １２時～１３時 

    お楽しみ会 １３時１５分～１４時 

    学生による大道芸 

 対 象：羽曳が丘校区にお住まいの６５歳以上のお一人暮らしの方 

 会 費：２００円 申込時に町会長（自治会長）へお渡し下さい。 

 （なお、当日ご欠席の場合は食品衛生上、料理のお届けはできませ

  ん。３月１４日までに欠席通知を頂いた場合は会費を返却いたし 

    ます。） 

  

 

 

 

 

「セアカゴケグモ」の情報

学園前地区で「セアカゴケグモ」を見たという情報があります。咬まれると、

咬まれると激しい痛みを感じ、咬まれた場所が腫れ、発熱な 

どがあります。地面に近い溝など日が当たらないところに棲息しますのでご

注意下さい。メスは体長が 1cm 前後、丸くつやつやした黒い体で、胸腹部の

背面にはひし形が 2 つ縦に並んだような赤い模様、腹面には砂時計状の赤

い模様があります。オスは 4～5 ミリと小さく無害です。充分ご注意下さい。 
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国民健康保険加入者に朗報！  

平成 26 年度から 2 年間、国民健康保険料を前納された際の報奨金の交付率

がこれまでの 3 倍となります。さらに、国保で推進している「口座振替納付」で前

納された場合はこれまでの交付率の 6 倍となります。 

例えば・・・毎月 3 万円（年間 36 万円）の保険料を 4 月と 7 月に前納された場

合、前納報奨金は自主納付では12280円、口座振替では24570円となります。

前納を口座振替でおこない、最高額の報奨金を受け取るためには、平成 26 年

2 月末までに申込が必要ですので、お急ぎ下さい。 

詳しくは羽曳野市保険年金課（９５８－１１１１ 内線１７５０・１７５１まで） 

証明書自動交付機が廃止されます 

ＭＯＭＯプラザに設置されている証明書自動交付機は機器の老朽化な

どの理由により、３月３１日をもって廃止されます。 

なお、羽曳野市では住民基本台帳カードを利用したコンビニでの証明書

発行サービスを行っています。コンビニ交付サービスを利用するには住

基カードの申請とサービス利用登録が必要です。（３月３１日までの申

請分は住基カード発行手数料が無料となりますので、ぜひこの機会にお

作り下さい。） 

＜コンビニ交付サービス＞ 

利用できるコンビニ 

セブンイレブン・ローソン・サンクスＫ・ファミリーマート 

発行できる証明書 

住民票・印鑑登録証明書・市府民税証明書・戸籍証明書（羽曳野市本籍のみ） 

【問い合せ先】羽曳野市市民課（９５８－１１１１）へ 

「連合会報告」がリニューアル 
４月より、この「連合会報告」がリニューアルします。サイズがＡ４判になるほか、 
各種団体の活動紹介、イベントカレンダーなども掲載。集会所利用の教室などの案

内ＰＲも掲載します。詳しくは連合会広報担当 宮本（９５８－５１０８）まで 
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